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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影レンズからの光束により形成された被写体像を光電変換する撮像素子と、
　前記光束により光学的に被写体像の観察を可能とするファインダ光学系と、
　前記光束を用いて前記撮影レンズの焦点状態を検出する焦点検出手段と、
　前記光束を前記ファインダ光学系および前記焦点検出手段に導く第１の状態と前記光束
を前記ファインダ光学系に向けて反射させることなく前記焦点検出手段に反射させること
で前記撮像素子および前記焦点検出手段に導く第２の状態とに切り換え駆動されるミラー
ユニットと、
　前記ファインダ光学系の光路を開閉するファインダシャッタと、
　前記ファインダシャッタの開閉動作を行わせるために操作されるファインダシャッタ開
閉スイッチと、
　前記ミラーユニットの駆動を制御する制御手段とを有し、
　前記制御手段は、前記ファインダシャッタ開閉スイッチが前記ファインダシャッタを閉
じる位置から前記ファインダシャッタを開く位置に操作されることに応じて前記ミラーユ
ニットを前記第２の状態から前記第１の状態に駆動し、前記ファインダシャッタ開閉スイ
ッチが前記ファインダシャッタを開く位置から前記ファインダシャッタを閉じる位置に操
作されることに応じて前記ミラーユニットを前記第１の状態から前記第２の状態に駆動す
ることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
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　前記ファインダシャッタ開閉スイッチの操作を検出する操作検出手段を有し、
　前記制御手段は、前記操作検出手段からの信号に基づいて前記ミラーユニットを駆動す
ることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記ファインダシャッタの開閉を検出する開閉検出手段を有し、
　前記制御手段は、前記開閉検出手段からの信号に基づいて前記ミラーユニットを駆動す
ることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記第１の状態は、前記ミラーユニットが前記光束を前記ファインダ光学系および前記
焦点検出手段に向けて反射させる状態であり、
　前記第２の状態は、前記ミラーユニットが前記光束を前記焦点検出手段に向けて反射さ
せるとともに、前記光束を前記撮像素子に向けて透過させる状態であることを特徴とする
請求項１から３のいずれか１つに記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記ミラーユニットは、前記光束の一部を反射し、残りを透過させる第１のミラー部材
と、該第１のミラー部材を透過した光束を反射する第２のミラー部材とにより構成されて
おり、
　前記第１の状態では前記第１および第２のミラー部材が前記光束の光路内に配置され、
前記第２の状態では前記第１のミラー部材が前記光路内に配置されるとともに前記第２の
ミラー部材が前記光路から退避し、
　画像記録動作時には前記第１および第２のミラー部材が前記光路から退避することを特
徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記撮像装置は、リモート撮影モードおよびセルフタイマ撮影モードを含む複数の撮影
モードの設定が可能であり、
　前記制御手段は、前記リモート撮影モードおよび前記セルフタイマ撮影モードのうち少
なくとも一方が設定されることに応じて、前記ファインダシャッタ開閉スイッチの操作に
関わらず、前記ファインダシャッタを閉じることを特徴とする請求項１から５のいずれか
１つに記載の撮像装置。 
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１つに記載の撮像装置と、
　前記撮像装置に装着される撮影レンズとを有することを特徴とする撮影システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影レンズからの光束をファインダ光学系に導く第１の状態と、前記光束を
撮像素子に到達させる第２の状態との間で切り換わる撮像装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　撮像装置の一つである一眼レフレックスカメラでは、光学ファインダを用いた物体像観
察時には、撮影レンズから射出した光束を、撮影レンズに対して像面側に配置された反射
ミラーで反射させて、ペンタプリズム等を含む光学ファインダに導いている。これにより
、撮影者は、撮影レンズで形成された物体像を正像として見ることができる。このとき、
反射ミラーは、撮影光路上に斜設されている。
【０００３】
　一方、物体像を撮影する場合には、反射ミラーが撮影光路から待避することで撮影レン
ズからの光束を撮像媒体（フィルムやＣＣＤ等の撮像素子）に到達させる。そして、撮影
動作が終了すると、反射ミラーは撮影光路上に斜設される。
【０００４】
　ここで、一眼レフ方式のデジタルカメラには、手動で位相差検出方式による焦点調節と
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コントラスト検出方式による焦点調節を選択できるものがある（例えば、特許文献１参照
）。また、反射ミラーが撮影光路上に斜設されているときには、位相差検出方式による焦
点調節を行い、反射ミラーが撮影光路から退避しているときには、撮像素子の出力を用い
てコントラスト検出方式による焦点調節を行うものがある（例えば、特許文献２参照）。
該特許文献２のカメラでは、撮像素子から読み出された画像を表示ユニットで表示（電子
表示）させながら、コントラスト検出方式による焦点調節を行うことができる。
【０００５】
　一般に、コントラスト検出方式による焦点調節においては、撮像レンズを光軸方向に僅
かに移動させながら評価関数値を求めていくため、合焦状態となるまでに時間を要すると
いう問題がある。なお、位相差検出方式による焦点調節では、検出されたデフォーカス量
の分だけ撮影レンズを移動させるだけであるため、コントラスト検出方式に比べて合焦状
態となるまでの時間が短くなる。
【０００６】
　そこで、電子表示を用いて物体像を観察する場合でも、位相差検出方式による高速な焦
点調節を行わせるために、カメラを以下に説明するような構成とすることができる。
【０００７】
　カメラ内に設けられる全面ハーフミラーである主ミラーと、主ミラーからの透過光を反
射させるサブミラーとを独立して動作させる構成とし、ＥＶＦ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖｉ
ｅｗ　Ｆｉｎｄｅｒ）状態およびＯＶＦ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｖｉｅｗ　Ｆｉｎｄｅｒ）状
態に応じて主ミラーおよびサブミラーの位置を変えるようにする。すなわち、ＯＶＦ状態
では、撮影レンズからの光束を主ミラーで反射させて光学ファインダに導くとともに、主
ミラーの透過光をサブミラーで反射させて焦点検出ユニットに導くようにする。また、Ｅ
ＶＦ状態では、サブミラーを撮影光路から退避させるとともに、主ミラーの位置を変えて
撮影レンズからの光束を反射させて焦点検出ユニットに導くとともに、主ミラーの透過光
を撮像素子に到達させるようにする。
【０００８】
　上述した構成にすることで、ＯＶＦ状態およびＥＶＦ状態において、焦点検出ユニット
で位相差検出方式による焦点検出を行わせることができ、高速な焦点調節を行うことが可
能となる。
【０００９】
　ここで、上述した構成のカメラにおいて、ＥＶＦ状態では光学ファインダの接眼部を撮
影者が覗かないため、外部光が接眼部からカメラ内に進入して焦点検出ユニットや撮像素
子に到達してしまう恐れがある。接眼部から入射した光（ファインダ逆入射光）は、撮影
に用いられる光ではないため、ゴースト光となる。すなわち、ファインダ逆入射光が焦点
検出ユニットに到達した場合には焦点検出に誤差が生じてしまい、撮像素子に到達した場
合には電子表示される画像が劣化してしまう。
【００１０】
　一方、ＯＶＦ状態又はＥＶＦ状態から撮影動作を行う場合には、主ミラーおよびサブミ
ラーが撮影光路から退避し、撮影レンズからの光束が直接撮像素子に到達する。ここで、
撮影動作中にファインダ逆入射光が撮像素子に到達すると、撮影画像が劣化してしまう。
【００１１】
　ＥＶＦ状態や撮影動作中でのファインダ逆入射光を防ぐために、光学ファインダ内に設
けられたアイピースシャッタを閉じることが考えられる。
【００１２】
　ここで、撮影動作に伴うミラーアップ動作に連動してアイピースシャッタを閉じるカメ
ラがある（例えば、特許文献３参照）。該カメラは、ミラーの駆動機構とアイピースシャ
ッタの駆動機構とに動力を伝達する遊星機構を有し、遊星機構の公転運動時にアイピース
シャッタの駆動機構を動作させている。
【００１３】
　一方、撮影者の視線検出結果に応じてアイピースシャッタの開閉動作を制御するカメラ
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がある（例えば、特許文献４参照）。該カメラは、撮影者の眼球が接眼部に接近したか否
かを検出する視線検出手段を有し、眼球が接眼部に接近していないときにアイピースシャ
ッタを閉じるようにしている。
【特許文献１】特開２００１－２７５０３３号公報（段落番号００５３～００５７、図５
）
【特許文献２】特開２００１－１２５１７３号公報（段落番号００６２～００６７、図８
、９）
【特許文献３】特開平６－８２９０８号公報（段落番号００２０～００２３、図５）
【特許文献４】特開平８－２３４２７３号公報（段落番号００３５、００３６、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　撮影動作中のファインダ逆入射光を防ぐために、特許文献３で提案されている機構を適
用した場合、ミラーの駆動機構とアイピースシャッタの駆動機構とに動力を伝達する機構
が必要になる。通常、ミラーの駆動機構はミラーの横に配置され、アイピースシャッタの
駆動機構は光学ファインダ内に配置されるため、ミラーの駆動機構とアイピースシャッタ
の駆動機構は離れた位置にある。したがって、２つの駆動機構に動力を伝達する機構が大
型化してしまうとともに、複雑な機構となってしまう。
【００１５】
　また、特許文献３のカメラは、撮影動作に連動してアイピースシャッタを閉じるもので
あるが、ＥＶＦ状態においてアイピースシャッタを閉じさせるものではない。ここで、Ｅ
ＶＦ状態でもアイピースシャッタを閉じさせるためには、別の駆動機構を設けたり、アイ
ピースシャッタを開閉動作させるために撮影者によって操作される操作部材を設けたりす
る必要がある。
【００１６】
　ここで、別の駆動機構を設ける場合、予め設けられているミラーの駆動機構に加えて、
上記別の駆動機構が配置されることになるため、カメラが大型化してしまうとともに、複
雑な機構となってしまう。
【００１７】
　また、上記操作部材を設けた場合、撮影者は、ＯＶＦ状態およびＥＶＦ状態間での切り
換えを行うたびに操作部材を操作しなければならず、面倒である。また、ＥＶＦ状態にお
いて、撮影者が操作部材を操作し忘れるおそれがあり、アイピースシャッタによってファ
インダ逆入射光を確実に防ぐことができない。そして、ＥＶＦ状態であるにもかかわらず
、アイピースシャッタが開き状態にあることは、光学ファインダを用いないときにアイピ
ースシャッタを閉じ状態にさせておくといった撮影者の意図を反映していないことにもな
る。
【００１８】
　一方、ＥＶＦ状態でのファインダ逆入射光を防ぐために、特許文献４で提案されている
機構を適用した場合、ＯＶＦ状態から撮影動作を行ったときにアイピースシャッタが閉じ
ないという問題がある。すなわち、撮影者が接眼部を覗きながら撮影を行うときに、アイ
ピースシャッタが閉じない場合、接眼部を介してカメラ内にファインダ逆入射光が入り込
んでしまうことがある。この場合、ファインダ逆入射光が撮像素子に到達してしまい、撮
影画像が劣化してしまう。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の撮像装置は、撮影レンズからの光束により形成された被写体像を光電変換する
撮像素子と、前記光束により光学的に被写体像の観察を可能とするファインダ光学系と、
前記光束を用いて前記撮影レンズの焦点状態を検出する焦点検出手段と、前記光束を前記
ファインダ光学系および前記焦点検出手段に導く第１の状態と前記光束を前記ファインダ
光学系に向けて反射させることなく前記焦点検出手段に反射させることで前記撮像素子お
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よび前記焦点検出手段に導く第２の状態とに切り換え駆動されるミラーユニットと、前記
ファインダ光学系の光路を開閉するファインダシャッタと、前記ファインダシャッタの開
閉動作を行わせるために操作されるファインダシャッタ開閉スイッチと、前記ミラーユニ
ットの駆動を制御する制御手段とを有し、前記制御手段は、前記ファインダシャッタ開閉
スイッチが前記ファインダシャッタを閉じる位置から前記ファインダシャッタを開く位置
に操作されることに応じて前記ミラーユニットを前記第２の状態から前記第１の状態に駆
動し、前記ファインダシャッタ開閉スイッチが前記ファインダシャッタを開く位置から前
記ファインダシャッタを閉じる位置に操作されることに応じて前記ミラーユニットを前記
第１の状態から前記第２の状態に駆動することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、操作手段を操作するだけで、ファインダシャッタを開閉動作させると
ともに、ファインダシャッタの開閉に対応した状態にミラーユニットを駆動させることが
でき、撮像装置の操作性（使い勝手）を向上させることができる。すなわち撮影者の意図
に従った撮像装置の制御を、より簡単な操作で実現できることとなる。
【００２１】
　ここで、ミラーユニットが第２の状態に駆動されるときには、ファインダシャッタの閉
動作が行われるため、撮像装置外部の光がファインダ光学系を介して撮像装置内に入り込
むのを阻止することができる。また、ミラーユニットが第１の状態に駆動されるときには
、ファインダシャッタの開き動作が行われるため、ファインダ光学系を介して被写体像を
観察することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施例について説明する。
【実施例１】
【００２３】
　以下、本発明の実施例１であるカメラについて、図１から図７を参照しながら説明する
。
【００２４】
　図６は本実施例におけるカメラシステムの構成を示す概略図である。このカメラシステ
ムは、カメラ本体と、該カメラ本体に着脱可能に装着されるレンズ装置とを有している。
【００２５】
　カメラは、ＣＣＤあるいはＣＭＯＳセンサなどの撮像素子を用いた単板式のデジタルカ
ラーカメラであり、撮像素子を連続的または単発的に駆動して動画像または静止画像を表
わす画像信号を得る。ここで、撮像素子は、露光した光を画素毎に電気信号に変換して受
光量に応じた電荷を蓄積し、蓄積された電荷を読み出すタイプのエリアセンサである。
【００２６】
　図６において、１０１はカメラ本体、１０２はカメラ本体１０１に対して取り外し可能
なレンズ装置である。レンズ装置１０２内には、撮影光学系が設けられている。レンズ装
置１０２は、公知のマウント機構を介してカメラ本体１０１に電気的、機械的に接続され
る。そして、焦点距離の異なるレンズ装置１０２をカメラ本体１０１に装着することによ
って、様々な画角の撮影画面を得ることが可能である。
【００２７】
　また、レンズ装置１０２では、不図示の駆動機構を介して撮影光学系１０３の一部の要
素であるフォーカシングレンズを光軸Ｌ１方向に移動させたり、フォーカシングレンズを
柔軟性のある透明弾性部材や液体レンズで構成し、界面形状を変化させて屈折力を変えた
りすることで、撮影光学系の焦点調節を行う。
【００２８】
　１０６はパッケージ１２４に収納された撮像素子である。撮影光学系１０３から撮像素
子１０６に至る光路中には、撮像素子１０６上に物体像（光学像）の必要以上に高い空間
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周波数成分が伝達されないように撮影光学系１０３のカットオフ周波数を制限する光学ロ
ーパスフィルタ１５６が設けられている。また、撮影光学系１０３には、不図示の赤外線
カットフィルタが形成されている。
【００２９】
　撮像素子１０６から読み出された信号は、後述するように所定の処理が施された後、画
像データとしてディスプレイユニット１０７上に表示される。ディスプレイユニット１０
７はカメラ本体１０１の背面に取り付けられており、使用者はディスプレイユニット１０
７での表示を直接観察できるようになっている。
【００３０】
　ディスプレイユニット１０７を、有機ＥＬ空間変調素子や液晶空間変調素子、微粒子の
電気泳動を利用した空間変調素子などで構成すれば、消費電力を小さくでき、かつディス
プレイユニット１０７の薄型化を図ることができる。これにより、カメラ本体１の省電力
化および小型化を図ることができる。
【００３１】
　撮像素子１０６は、具体的には、増幅型固体撮像素子の１つであるＣＭＯＳプロセスコ
ンパチブルのセンサ（以降ＣＭＯＳセンサと略す）である。ＣＭＯＳセンサの特長の１つ
に、エリアセンサ部のＭＯＳトランジスタと撮像素子駆動回路、ＡＤ変換回路、画像処理
回路といった周辺回路を同一工程で形成できるため、マスク枚数、プロセス工程がＣＣＤ
と比較して大幅に削減できる。また、任意の画素へのランダムアクセスが可能といった特
長も有し、ディスプレイ用に間引いた読み出しが容易であって、ディスプレイユニット１
０７において高い表示レートでリアルタイム表示が行える。
【００３２】
　撮像素子１０６は、上述した特長を利用し、ディスプレイ画像出力動作（撮像素子１０
６の受光領域のうち一部を間引いた領域での読み出し）および高精彩画像出力動作（全受
光領域での読み出し）を行う。
【００３３】
　１１１は可動型のハーフミラー（第１のミラー部材）であり、撮影光学系１０３からの
光束のうち一部を反射させるとともに、残りを透過させる。ハーフミラー１１１の屈折率
はおよそ１．５であり、厚さが０．５ｍｍである。１０５は撮影光学系１０３によって形
成される物体像の予定結像面に配置されたフォーカシングスクリーン、１１２はペンタプ
リズムである。
【００３４】
　１０９はフォーカシングスクリーン上に結像された物体像を観察するためのファインダ
レンズであり、実際には３つのファインダレンズ（図１の１０９－１、１０９－２、１０
９－３）で構成されている。フォーカシングスクリーン１０５、ペンタプリズム１１２お
よびファインダレンズ１０９は、ファインダ光学系を構成する。
【００３５】
　ハーフミラー１１１の背後（像面側）には可動型のサブミラー（第２のミラー部材）１
２２が設けられ、ハーフミラー１１１を透過した光束のうち光軸Ｌ１に近い光束を反射さ
せて焦点検出ユニット（焦点検出手段）１２１に導いている。サブミラー１２２は後述す
る回転軸１２５（図１等参照）を中心に回転し、ハーフミラー１１１の動きに応じてミラ
ーボックスの下部に収納される。すなわち、サブミラー１２２は、ハーフミラーと一体と
なって動作せず、独立して撮影光路に対して進退可能となっている。
【００３６】
　焦点検出ユニット１２１は、サブミラー１２２からの光束を受光して位相差検出方式に
よる焦点検出を行う。
【００３７】
　ハーフミラー１１１とサブミラー１２２で構成される光路分割系は、後述するように第
１から第３の光路分割状態の間で切り替わることができるようになっている。第１の光路
分割状態（第１の状態）では、撮影光学系１０３からの光束がハーフミラー１１１で反射
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してファインダ光学系に導かれるとともに、ハーフミラー１１１を透過した光束がサブミ
ラー１２２で反射して焦点検出ユニット１２１に導かれる。
【００３８】
　第１の光路分割状態では、ファインダレンズ１０９を介して上記光束によって形成され
た物体像を観察することができるとともに、焦点検出ユニット１２１において焦点検出を
行わせることができる。なお、図６では、第１の光路分割状態を示している。
【００３９】
　第２の光路分割状態（透過／反射状態：第２の状態）では、撮影光学系１０３からの光
束がハーフミラー１１１を透過し、開状態となったフォーカルプレンシャッタ１１３を通
過して撮像素子１０６に到達するとともに、ハーフミラー１１１で反射して焦点検出ユニ
ット１２１に導かれる。第２の光路分割状態では、撮像された画像データをディスプレイ
ユニット１０７上でリアルタイム表示させたり、高速連続撮影を行ったりすることができ
る。ここで、第２の光路分割状態では、光路分割系を動作させずに撮像素子１０６での撮
像を行うことができるため、信号処理系での動作を高速化させることで高速連続撮影を行
うことができる。
【００４０】
　また、第２の光路分割状態では、焦点検出ユニット１２１において焦点検出を行わせる
ことができる。このため、ディスプレイユニット１０７でのモニタ中でも、位相差検出方
式による高速な焦点調節を行うことが可能である。
【００４１】
　第３の光路分割状態（退避状態）では、フォーカルプレンシャッタ１１３が開くことで
、撮影光学系１０３からの光束がダイレクトに撮像素子１０６に導かれる。この状態にお
いて、ハーフミラー１１１およびサブミラー１２２は、撮影光路から退避している。第３
の光路分割状態は、大型のプリントなどに好適な高精細な画像を生成するために使用され
る。なお、この状態では、実際にはハーフミラー１１１およびサブミラー１２２による光
路分割は行われないが、本実施例では、この状態を第３の光路分割状態という。
【００４２】
　光路分割系の駆動は、不図示の電磁モータおよびギア列を有するミラー駆動機構によっ
て行われ、ハーフミラー１１１およびサブミラー１２２それぞれの位置を変化させること
で、第１から第３の光路分割状態の間で切り換えることができる。
【００４３】
　ここで、上述した３通りの光路分割状態を高速で切り換えるために、ハーフミラー１１
１を透明樹脂で形成して軽量化を図っている。また、ハーフミラー１１１の裏面（図６に
おいてサブミラー１２２側の面）には、複屈折性を持つ高分子薄膜が貼り付けられている
。これは、画像をモニタ（リアルタイム表示）する場合や高速連続撮影を行う場合のよう
に撮像素子１０６の全画素を用いて撮像しないことに対応させて、さらに強いローパス効
果を付与するためである。
【００４４】
　なお、ハーフミラー１１１の表面に、可視光の波長よりも小さなピッチを持つ微細な角
錐状の周期構造を形成し、いわゆるフォトニック結晶として作用させることによって、空
気と樹脂との屈折率差による光の表面反射を低減し、光の利用効率を高めることも可能で
ある。このように構成すると、第２の光路分割状態において、ハーフミラー１１１の裏面
および表面での光の多重反射によってゴーストが発生するのを防ぐことができる。
【００４５】
　１０４は可動式の閃光発光ユニットであり、カメラ本体１０１に収納される収納位置と
カメラ本体１０１から突出した発光位置との間で移動可能である。１１３は像面に入射す
る光量を調節するフォーカルプレンシャッタ、１１９はカメラ本体１０１を起動させるた
めのメインスイッチである。
【００４６】
　１２０は２段階で押圧操作されるレリーズボタンであり、半押し操作（ＳＷ１のＯＮ）
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で撮影準備動作（測光動作や焦点調節動作等）が開始され、全押し操作（ＳＷ２のＯＮ）
で撮影動作（撮像素子１０６から読み出された画像データの記録媒体への記録）が開始さ
れる。
【００４７】
　１２３はアイピースシャッタ開閉スイッチ（操作手段）であり、該スイッチの操作によ
って後述するアイピースシャッタをファインダ光学系の光路内に進入（閉じ状態）させた
り、退避（開き状態）させたりすることができる。ここで、アイピースシャッタ開閉スイ
ッチ１２３はスライド式のスイッチになっており、アイピースシャッタを閉じ状態とさせ
る閉じ位置とアイピースシャッタを開き状態とさせる開き位置との間で移動可能となって
いる。そして、アイピースシャッタを開き位置もしくは閉じ位置まで移動させると、この
位置で保持されるようになっている。
【００４８】
　１８０は、フォーカシングスクリーン１０５上に特定の情報を表示させるための光学フ
ァインダ内情報表示ユニットである。
【００４９】
　図７は、本実施例におけるカメラシステムの電気的構成を示すブロック図である。ここ
で、図６で説明した部材と同じ部材については同一符号を用いている。まず、物体像の撮
像、記録に関する部分から説明する。
【００５０】
　カメラシステムは、撮像系、画像処理系、記録再生系および制御系を有する。撮像系は
、撮影光学系１０３および撮像素子１０６を有し、画像処理系は、Ａ／Ｄ変換器１３０、
ＲＧＢ画像処理回路１３１およびＹＣ処理回路１３２を有する。また、記録再生系は、記
録処理回路１３３および再生処理回路１３４を有し、制御系は、カメラシステム制御回路
（制御手段）１３５、操作検出回路（操作検出手段）１３６、撮像素子駆動回路１３７お
よびアイピース駆動回路１４３を有する。
【００５１】
　１３８は、外部のコンピュータ等に接続され、データの送受信を行うために規格化され
た接続端子である。上述した電気回路は、不図示の小型燃料電池からの電力供給を受けて
駆動する。
【００５２】
　撮像系は、物体からの光を、撮影光学系１０３を介して撮像素子１０６の撮像面に結像
させる光学処理系である。撮影光学系１０３内に設けられた不図示の絞りの駆動を制御す
るとともに、必要に応じてフォーカルプレンシャッタ１１３の駆動を制御することによっ
て、適切な光量の物体光を撮像素子１０６で受光させることができる。
【００５３】
　撮像素子１０６として、正方画素が長辺方向に３７００個、短辺方向に２８００個並べ
られ、合計約１０００万個の画素数を有する撮像素子が用いられている。そして、各画素
にＲ（赤色）Ｇ（緑色）Ｂ（青色）のカラーフィルタが交互に配置され、４画素が一組と
なるいわゆるベイヤー配列を構成している。
【００５４】
　ベイヤー配列では、観察者が画像を見たときに強く感じやすいＧの画素をＲやＢの画素
よりも多く配置することで、総合的な画像性能を上げている。一般に、この方式の撮像素
子を用いる画像処理では、輝度信号は主にＧから生成し、色信号はＲ、Ｇ、Ｂから生成す
る。
【００５５】
　撮像素子１０６から読み出された信号は、Ａ／Ｄ変換器１３０を介して画像処理系に供
給される。この画像処理系での画像処理によって画像データが生成される。
【００５６】
　Ａ／Ｄ変換器１３０は、撮像素子１０６の各画素から読み出された信号の振幅に応じて
、例えば撮像素子１０６の出力信号を１０ビットのデジタル信号に変換して出力する信号
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変換回路であり、以降の画像処理はデジタル処理にて実行される。
【００５７】
　画像処理系は、Ｒ、Ｇ、Ｂのデジタル信号から所望の形式の画像信号を得る信号処理回
路であり、Ｒ、Ｇ、Ｂの色信号を輝度信号Ｙおよび色差信号（Ｒ－Ｙ）、（Ｂ－Ｙ）にて
表わされるＹＣ信号などに変換する。
【００５８】
　ＲＧＢ画像処理回路１３１は、Ａ／Ｄ変換器１３０の出力信号を処理する信号処理回路
であり、ホワイトバランス回路、ガンマ補正回路、補間演算による高解像度化を行う補間
演算回路を有する。
【００５９】
　ＹＣ処理回路１３２は、輝度信号Ｙおよび色差信号Ｒ－Ｙ、Ｂ－Ｙを生成する信号処理
回路である。このＹＣ処理回路１３２は、高域輝度信号ＹＨを生成する高域輝度信号発生
回路、低域輝度信号ＹＬを生成する低域輝度信号発生回路および、色差信号Ｒ－Ｙ、Ｂ－
Ｙを生成する色差信号発生回路を有している。輝度信号Ｙは、高域輝度信号ＹＨと低域輝
度信号ＹＬを合成することによって形成される。
【００６０】
　記録再生系は、不図示のメモリへの画像信号の出力と、ディスプレイユニット１０７へ
の画像信号の出力とを行う処理系である。記録処理回路１３３はメモリへの画像信号の書
き込み処理および読み出し処理を行い、再生処理回路１３４はメモリから読み出した画像
信号を再生して、ディスプレイユニット１０７に出力する。
【００６１】
　また、記録処理回路１３３は、静止画データおよび動画データを表わすＹＣ信号を所定
の圧縮形式にて圧縮するとともに、圧縮されたデータを伸張させる圧縮伸張回路を内部に
有する。圧縮伸張回路は、信号処理のためのフレームメモリなどを有しており、このフレ
ームメモリに画像処理系からのＹＣ信号をフレーム毎に蓄積し、複数のブロックのうち各
ブロックから蓄積された信号を読み出して圧縮符号化する。圧縮符号化は、例えば、ブロ
ック毎の画像信号を２次元直交変換、正規化およびハフマン符号化することにより行われ
る。
【００６２】
　再生処理回路１３４は、輝度信号Ｙおよび色差信号Ｒ－Ｙ、Ｂ－Ｙをマトリクス変換し
て、例えばＲＧＢ信号に変換する回路である。再生処理回路１３４によって変換された信
号はディスプレイユニット１０７に出力され、可視画像として表示（再生）される。再生
処理回路１３４およびディスプレイユニット１０７は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの無線通
信を介して接続されていてもよく、このように構成すれば、このカメラで撮像された画像
を離れたところからモニタすることができる。
【００６３】
　一方、制御系における操作検出回路１３６は、メインスイッチ１１９、レリーズボタン
１２０、アイピースシャッタ開閉スイッチ１２３、撮影モード設定スイッチ（モード設定
手段）１２６等（他のスイッチは図７では不図示）の操作を検出して、この検出結果をカ
メラシステム制御回路１３５に出力する。
【００６４】
　ここで、撮影モード設定スイッチ１２６は、カメラにおいて設定可能な複数の撮影モー
ドのうちいずれか１つの撮影モードを選択して、設定するために操作されるスイッチであ
る。上記撮影モードとしては、例えば、シャッタ優先撮影モード、絞り優先撮影モード、
後述するリモート撮影モードおよびセルフタイマ撮影モードがある。
【００６５】
　カメラシステム制御回路１３５は、操作検出回路１３６からの検出信号に応じてカメラ
システムでの動作を制御する。また、カメラシステム制御回路１３５は、撮像動作を行う
際のタイミング信号を生成して、撮像素子駆動回路１３７に出力する。
【００６６】
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　撮像素子駆動回路１３７は、カメラシステム制御回路１３５からの制御信号を受けるこ
とで撮像素子１０６を駆動させるための駆動信号を生成する。情報表示回路１４２は、カ
メラシステム制御回路１３５からの制御信号を受けて光学ファインダ内情報表示ユニット
１８０の駆動を制御する。アイピースシャッタ駆動回路１４３は、カメラシステム制御回
路１３５からの制御信号を受けてアイピースシャッタ駆動アクチュエータ（駆動手段）１
４４の駆動を制御する。
【００６７】
　制御系は、カメラ本体１０１に設けられた各種スイッチの操作に応じて撮像系、画像処
理系および記録再生系での駆動を制御する。例えば、レリーズボタン１２０の操作によっ
てＳＷ２がＯＮとなった場合、制御系（カメラシステム制御回路１３５）は、撮像素子１
０６の駆動、ＲＧＢ画像処理回路１３１の動作、記録処理回路１３３の圧縮処理などを制
御する。さらに、制御系は、情報表示回路１４２を介して光学ファインダ内情報表示ユニ
ット１８０の駆動を制御することによって、光学ファインダ内での表示（表示セグメント
の状態）を変更する。
【００６８】
　次に、撮影光学系１０３の焦点調節動作に関して説明する。
【００６９】
　カメラシステム制御回路１３５はＡＦ制御回路１４０と接続している。また、レンズ装
置１０２をカメラ本体１０１に装着することで、カメラシステム制御回路１３５は、マウ
ント接点１０１ａ、１０２ａを介してレンズ装置１０２内のレンズシステム制御回路１４
１と接続される。そして、ＡＦ制御回路１４０およびレンズシステム制御回路１４１と、
カメラシステム制御回路１３５とは、特定の処理の際に必要となるデータを相互に通信す
る。
【００７０】
　焦点検出ユニット１２１（焦点検出センサ１６７）は、撮影画面内の所定位置に設けら
れた焦点検出領域での検出信号をＡＦ制御回路１４０に出力する。ＡＦ制御回路１４０は
、焦点検出ユニット１２１からの出力信号に基づいて焦点検出信号を生成し、撮影光学系
１０３の焦点調節状態（デフォーカス量）を検出する。そして、ＡＦ制御回路１４０は、
検出したデフォーカス量を撮影光学系１０３の一部の要素であるフォーカシングレンズの
駆動量に変換し、フォーカシングレンズの駆動量に関するデータを、カメラシステム制御
回路１３５を介してレンズシステム制御回路１４１に送信する。
【００７１】
　ここで、移動する物体に対して焦点調節を行う場合、ＡＦ制御回路１４０は、レリーズ
ボタン１２０が全押し操作されてから実際の撮像制御が開始されるまでのタイムラグを勘
案して、フォーカシングレンズの適切な停止位置を予測する。そして、予測した停止位置
へのフォーカシングレンズの駆動量に関するデータをレンズシステム制御回路１４１に送
信する。
【００７２】
　一方、カメラシステム制御回路１３５が、撮像素子１０６の出力信号に基づいて物体の
輝度が低く、十分な焦点検出精度が得られないと判定したときには、閃光発光ユニット１
０４又は、カメラ本体１０１に設けられた不図示の白色ＬＥＤや蛍光管を駆動することに
よって物体を照明する。
【００７３】
　レンズシステム制御回路１４１はフォーカシングレンズの駆動量に関するデータを受信
すると、レンズ装置１０２内の不図示の駆動機構を駆動することによってフォーカシング
レンズを光軸Ｌ１方向に移動させる。なお、上述したようにフォーカシングレンズが液体
レンズ等で構成されている場合には、界面形状を変化させることになる。これにより、撮
影光学系１０３の焦点調節動作が行われる。
【００７４】
　ＡＦ制御回路１４０において物体にピントが合ったことが検出されると、この情報はカ
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メラシステム制御回路１３５に送信される。このとき、レリーズボタン１２０の全押し操
作によってＳＷ２がＯＮ状態になれば、上述したように撮像系、画像処理系および記録再
生系によって撮影動作が行われる。
【００７５】
　一方、２０１はアイピースシャッタ開閉検出器（開閉検出手段）、１４５はハーフミラ
ー１１１およびサブミラー１２２を第１から第３の光路分割状態の間で動作させるための
ミラー駆動ユニットである。
【００７６】
　図１から図５は本実施例におけるカメラシステムの断面図である。なお、これらの図に
おいては、レンズ装置１０２の一部を示している。また、図６で説明した部材と同じ部材
については同一符号を用いている。
【００７７】
　ここで、図１は第２の光路分割状態にあるときのカメラシステムの断面図、図２は第１
の光路分割状態および第２の光路分割状態の間で切り替わる途中の状態にあるカメラシス
テムの断面図である。図３は第１の光路分割状態にあるときのカメラシステムの断面図、
図４は第１の光路分割状態および第３の光路分割状態の間で切り替わる途中の状態にある
カメラシステムの断面図、図５は第３の光路分割状態にあるときのカメラシステムの断面
図である。
【００７８】
　以下、ハーフミラー１１１およびサブミラー１２２で構成される光路分割系が上述した
第１の光路分割状態にあるときの図（図３）を用いてカメラシステムの構成について説明
する。
【００７９】
　図３において、１０１はカメラ本体、１０２はレンズ装置である。レンズ装置１０２は
、レンズ側マウント１０２ｂを介してカメラ側マウント１０１ｂに装着される。１０３ａ
は撮影光学系１０３を構成する複数のレンズのうち最も像面側に位置する撮影レンズ、１
０５はファインダ光学系のフォーカシングスクリーンである。１０７はディスプレイユニ
ット、１６３はアイピースシャッタ（ファインダシャッタ）である。
【００８０】
　１６４は焦点検出ユニット１２１における光束の取り込み窓となるコンデンサーレンズ
、１６５はコンデンサーレンズ１６４からの光束を反射させる反射ミラーである。１６６
は反射ミラー１６５で反射した光束を焦点検出センサ１２２上で結像させるための再結像
レンズ、１６７は焦点検出センサである。
【００８１】
　１１１は可動型のハーフミラーで、不図示のハーフミラー受け板に保持されている。ハ
ーフミラー受け板の両側縁部（紙面奥方向および紙面手前方向）には、それぞれピン１７
３が設けられているとともに、一方の側縁部（紙面奥方向）にはピン１７４が設けられて
いる。ここで、ハーフミラー１１１とピン１７３、１７４は一体的に移動するようになっ
ている。
【００８２】
　１７０はハーフミラー駆動レバー、１７１はハーフミラー支持アームである。ハーフミ
ラー駆動レバー１７０は、カメラ本体１０１に固定された回転軸１７０ａに対して回転可
能に支持され、ハーフミラー支持アーム１７１はカメラ本体１０１に固定された回転軸１
７１ａに対して回転可能に支持されている。
【００８３】
　また、ハーフミラー支持アーム１７１は接続部１７１ｂを介してミラーボックスの対向
する壁面側に設けられた略同一形状の構造と接続されている。不図示のハーフミラー受け
板の両側に設けられたピン１７３は、ハーフミラー支持アーム１７１の先端に設けられた
貫通孔部１７１ｃに係合している。これにより、ハーフミラー１１１は、ハーフミラー受
け板を介して貫通孔部１７１ｃを中心に回動可能となっている。
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【００８４】
　ハーフミラー受け板は、ピン１７３とピン１７４の中間位置において不図示のトーショ
ンバネによって矢印Ａ方向に付勢されており、該トーションバネの付勢力はハーフミラー
受け板を介してハーフミラー１１１にも働いている。
【００８５】
　第１の光路分割状態では、ミラーストッパ１６０、１６１がハーフミラー１１１の移動
領域内に進入した状態にあるため、ハーフミラー１１１は、上記トーションバネの付勢力
を受けてミラーストッパ１６０、１６１に当接している。このとき、ピン１７３とハーフ
ミラー駆動レバー１７０の第１のカム面１７０ｂとの間および、ピン１７４とハーフミラ
ー駆動レバー１７０の第２のカム面１７０ｃとの間には若干の隙間がある。これにより、
ハーフミラー１１１は、図３に示す状態で位置決めされている。
【００８６】
　なお、ミラーストッパ１６０、１６１は、不図示のミラー駆動機構の駆動によってハー
フミラー１１１の移動領域内に進入したり、退避したりすることができる。また、ミラー
ストッパ１６０、１６１は、ハーフミラー１１１の移動領域内にあるか移動領域外にある
かを問わず、撮影光路外（撮影光束に影響を与えない位置）に位置している。さらに、後
述するミラーストッパ１７５、１７６も同様に撮影光路外に位置している。
【００８７】
　一方、サブミラー１２２は回転軸１２５を中心に回転可能となっており、第１の光路分
割状態では、図３に示すようにハーフミラー１１１からの透過光を焦点検出ユニット１２
１（コンデンサーレンズ１６４）側に反射させる位置に保持されている。
【００８８】
　第１の光路分割状態において、撮影光学系１０３からの光束のうち一部の光束はハーフ
ミラー１１１で反射してファインダ光学系に導かれ、残りの光束はハーフミラー１１１を
透過しサブミラー１２２で反射して焦点検出ユニット１２１に導かれる。
【００８９】
　図３に示す状態にあるミラーストッパ１６０、１６１がハーフミラー１１１の移動領域
から退避したとき、ハーフミラー１１１は不図示のトーションバネによる矢印Ａ方向の付
勢力を受けて図２に示す状態となる。このとき、トーションバネの付勢力により、ピン１
７３はハーフミラー駆動レバー１７０の第１のカム面１７０ｂに当接し、ピン１７４はハ
ーフミラー駆動レバー１７０の第２のカム面１７０ｃに当接する。
【００９０】
　そして、ハーフミラー駆動レバー１７０の回転に応じて第１のカム面１７０ｂと第２の
カム面１７０ｃに沿ってピン１７３、１７４がそれぞれ摺動し、ハーフミラー１１１の姿
勢が変化する。すなわち、ハーフミラー駆動レバー１７０の回転に伴ってハーフミラー支
持アーム１７１が回転し、ハーフミラー駆動レバー１７０およびハーフミラー支持アーム
１７１に対してピン１７３、１７４を介して連結されている不図示のハーフミラー受け板
とハーフミラー１１１が一体的に動作する。
【００９１】
　ハーフミラー駆動レバー１７０およびハーフミラー支持アーム１７１が図３中反時計方
向に回動することによって、ハーフミラー１１１は図１に示すようにミラーストッパ１７
５、１７６に当接する。このとき、ハーフミラー１１１は不図示のトーションバネによる
矢印Ａ方向の付勢力を受けているため、図１に示す状態、すなわち第２の光路分割状態に
保持される。
【００９２】
　ここで、ハーフミラー１１１が第１の光路分割状態から第２の光路分割状態に移行する
ときには、サブミラー１２２が回転軸１２５を中心に図３中時計方向に回動することによ
ってミラーボックスの下部まで移動する。すなわち、ハーフミラー１１１が第１の光路分
割状態から第２の光路分割状態に移行する前に、サブミラー１２２がミラーボックスの下
部へ移動することで、ハーフミラー１１１がサブミラー１２２に衝突するのを避けている
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。
【００９３】
　第２の光路分割状態では、図１に示すように撮影レンズ１０３ａからの光束のうち一部
の光束がハーフミラー１１１で反射して焦点検出ユニット１２１に導かれるとともに、残
りの光束がハーフミラー１１１を透過して撮像素子１０６に到達する。
【００９４】
　一方、第１の光路分割状態（図３）から第３の光路分割状態（図５）に移行する際には
、ハーフミラー駆動レバー１７０が図３中時計方向に回転することにより、ハーフミラー
１１１を撮影光路に対してカメラ本体１０１の上方（フォーカシングスクリーン１０５側
）に退避させる。また、回転軸１２５を中心としてサブミラー１２２を図３中時計方向に
回転させることにより、サブミラー１２２を撮影光路に対してカメラ本体１０１の下側に
退避させる。
【００９５】
　第３の光路分割状態では、図５に示すように撮影レンズ１０３ａからの光束が撮像素子
１０６に到達する。
【００９６】
　次に、図８を用いて、アイピースシャッタとアイピースシャッタ開閉検出器の構成を説
明する。図８は、図１の光射出面側（撮影者の眼球側）から見たときのアイピースシャッ
タ等の構造を示したものである。図８では、アイピースシャッタ１６３とアイピースシャ
ッタ開閉検出器２０１の動きを見やすくするために、カメラ本体１０１の外装とファイン
ダレンズ１０９－３は示している。
【００９７】
　図８（Ａ）では、アイピースシャッタ１６３がファインダ光学系の光路内に進入した状
態を示し、図８（Ｂ）では、アイピースシャッタ１６３がファインダ光学系の光路から退
避した状態を示している。
【００９８】
　アイピースシャッタ１６３は、カメラ本体１０１に設けられた回転軸１０１ｃを中心に
回転可能となっており、回転動作によりファインダ光学系の光路内に進入した閉じ位置と
上記光路から退避した開き位置との間で移動可能となっている。
【００９９】
　アイピースシャッタ１６３には、図７に示すアイピース駆動アクチュエータ１４４が設
けられており、該アイピース駆動アクチュエータ１４４は、カメラシステム制御回路１３
５からの信号に応じてアイピースシャッタの開閉駆動を行う。
【０１００】
　アイピースシャッタ１６３には突起部１６３ａが形成されている。突起部１６３ａは、
不図示の動力伝達機構を介してアイピース駆動アクチュエータ１４４に連結されており、
アイピース駆動アクチュエータ１４４からの駆動力を受けることで回転軸１０１ｃを中心
に回転する。これにより、アイピースシャッタ１６３が回転軸１０１ｃを中心に回転する
。
【０１０１】
　突起部１６３ａの近傍にはアイピースシャッタ開閉検出器２０１が配置されている。ア
イピースシャッタ開閉検出器２０１は、２つの端子部２０１ａ、２０１ｂを有している。
図８（Ｂ）に示すように自由状態では端子部２０１ａ、２０１ｂが互いに離れて非接触の
状態（ＯＦＦ状態）となっている。また、図８（Ａ）に示すようにアイピースシャッタ開
閉検出器２０１の端部がアイピースシャッタ１６３によって押し込まれたときには、端子
部２０１ａ、２０１ｂが接触して導通状態（ＯＮ状態）となる。
【０１０２】
　アイピースシャッタ開閉検出器２０１は、図７に示すようにカメラシステム制御回路１
３５に接続されており、カメラシステム制御回路１３５はアイピースシャッタ開閉検出器
２０１からのＯＮ／ＯＦＦ信号に基づいてアイピースシャッタ１６３の動作状態を判別す
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る。
【０１０３】
　使用者操作によってアイピースシャッタ開閉スイッチ１２３が閉じ位置に移動すると、
操作検出回路１３６においてアイピースシャッタ開閉スイッチ１２３の操作状態が検出さ
れ、この検出信号がカメラシステム制御回路１３５に送られる。そして、カメラシステム
制御回路１３５は、アイピース駆動回路１４３に駆動信号を送り、アイピース駆動アクチ
ュエータ１４４を駆動させる。これにより、アイピースシャッタ１６３はアイピース駆動
アクチュエータ１４４からの駆動力を受けることで、ファインダ光学系の光路内に進入す
る（閉じ状態）。
【０１０４】
　アイピースシャッタ１６３が閉じ状態になると、図８（Ａ）に示すように突起部１６３
ａがアイピースシャッタ開閉検出器２０１の端部を押し込む。これにより、端子部２０１
ｂが端子部２０１ａに接触してアイピースシャッタ開閉検出器２０１が通電状態となり、
カメラシステム制御回路１３５においてアイピースシャッタ１６３が閉じ状態にあること
が検出される。
【０１０５】
　一方、使用者操作によってアイピースシャッタ開閉スイッチ１２３が開き位置に移動す
ると、操作検出回路１３６においてアイピースシャッタ開閉スイッチ１２３の操作状態が
検出され、この検出信号がカメラシステム制御回路１３５に送られる。そして、カメラシ
ステム制御回路１３５は、アイピース駆動回路１４３に駆動信号を送り、アイピース駆動
アクチュエータ１４４を駆動させる。これにより、アイピースシャッタ１６３はアイピー
ス駆動アクチュエータ１４４からの駆動力を受けることで、ファインダ光学系の光路から
退避する（開き状態）。
【０１０６】
　アイピースシャッタ１６３が開き状態になると、図８（Ｂ）に示すように突起部１６３
ａがアイピースシャッタ開閉検出器２０１の端部から離れた状態となる。これにより、ア
イピースシャッタ開閉検出器２０１は非導通状態となり、カメラシステム制御回路１３５
においてアイピースシャッタ１６３が開き状態にあることが検出される。
【０１０７】
　ここで、後述するように第２および第３の光路分割状態では、アイピースシャッタ１６
３が図８（Ａ）に示す閉じ状態となり、第１の光路分割状態では、アイピースシャッタ１
６３が図８（Ｂ）に示す開き状態となる。
【０１０８】
　上述した構成のカメラシステムにおける撮影シーケンスについて、図９を用いて説明す
る。なお、図９に示す動作はカメラシステム制御回路１３５において行われる。
【０１０９】
　ステップＳ１００では、メインスイッチ１１９がＯＮ状態であるか否かを判別する。そ
して、メインスイッチ１１９がＯＮ状態となったときにはステップＳ１０１に進む。ステ
ップＳ１０１では、カメラシステム内の電気回路を起動する。ステップＳ２００では、フ
ァインダ切り換えサブルーチンを実行する。ここで、ステップＳ２００における動作の詳
細は後述する。
【０１１０】
　ステップＳ１０２では、操作検出回路１３６を介してアイピースシャッタ開閉スイッチ
１２３の操作が行われたか否かを判別する。アイピースシャッタ開閉スイッチ１２３の操
作が検出されたときには、ステップＳ２００に戻ってファインダ切り換え動作を実行する
。一方、アイピースシャッタ開閉スイッチ１２３の操作が検出されなかったときには、ス
テップＳ１０３に進む。
【０１１１】
　ステップＳ１０３では、カメラ本体１０１に設けられた不図示のリモート撮影・セルフ
タイマ撮影設定スイッチの操作によってリモート撮影・セルフタイマ撮影モードが設定さ
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れているか否かを判別する。
【０１１２】
　リモート撮影とは、カメラ本体１０１とは別体のリモートコントロール装置の操作によ
って撮影準備動作および撮影動作を行うものであり、撮影者本人も被写体となって撮影を
行いたいときなどに用いられる場合が多い。セルフタイマ撮影とは、レリーズボタン１２
０が全押し操作されてから所定時間経過後に撮影動作が行われるものであり、撮影者本人
も被写体となって撮影を行いたいときなどに用いられる場合が多い。
【０１１３】
　ステップＳ１０３でリモート撮影・セルフタイマ撮影が設定されていると判断したとき
には、ステップＳ１１３に進む。
【０１１４】
　ステップＳ１１３において、カメラシステム制御回路１３５はアイピース駆動回路１４
３に駆動信号を送り、アイピースシャッタ駆動アクチュエータ１４４を駆動させることに
よってアイピースシャッタ１６３を閉じ状態とさせる。アイピースシャッタ１６３が閉じ
状態になると、アイピースシャッタ開閉検出器２０１からカメラシステム制御回路１３５
にアイピースシャッタ閉信号が送られ、カメラシステム制御回路１３５において確実にア
イピースシャッタ１６３が閉じ状態にあることが確認される。
【０１１５】
　リモート撮影・セルフタイマ撮影では、ファインダ光学系の接眼部を撮影者が覗かない
ため、カメラ本体１０１内にファインダ逆入射光（接眼部からファインダ光学系内に入り
込む外光）が入りやすい。ファインダ逆入射光が焦点検出ユニット１２１に到達した場合
には検出誤差の要因となり、高精度な焦点検出の阻害要因となる恐れがある。また、ファ
インダ逆入射光が測光系に到達した場合、すなわち本実施例では撮像素子１０６の出力に
基づいて測光動作を行うため、ファインダ逆入射光が撮像素子１０６に到達した場合には
、測光検出誤差の要因となる恐れがある。
【０１１６】
　このため、本実施例では、ステップＳ１１３においてアイピースシャッタ１６３を閉じ
状態とすることで、ファインダ逆入射光の発生を防止して高精度な焦点検出と測光を実現
している。
【０１１７】
　ステップＳ１０３でリモート撮影・セルフタイマ撮影が設定されていないと判断したと
きには、ステップＳ１０４に進む。
【０１１８】
　ステップＳ１０４では、レリーズボタン１２０の半押し操作によってＳＷ１がＯＮ状態
になっているか否かを判別する。ここで、ＳＷ１がＯＦＦ状態の場合にはステップＳ１０
２に戻り、アイピースシャッタ開閉スイッチ１２３の操作が行われたか否かを判別する。
一方、ＳＷ１がＯＮ状態である場合には、ステップＳ１０５に進む。
【０１１９】
　ステップＳ１０５では、カメラシステム制御回路１３５からＡＦ制御回路１４０にＡＦ
開始信号を送る。これにより、ＡＦ制御回路１４０は、焦点検出ユニット１２１での検出
動作を開始させるとともに、焦点検出ユニット１２１の出力（焦点検出結果）に基づいて
焦点調節動作を開始する。
【０１２０】
　ステップＳ１０６では、レリーズボタン１２０の全押し操作によってＳＷ２がＯＮ状態
にあるか否かを判別する。ここで、ＳＷ２がＯＦＦ状態である場合には再びステップＳ１
０４に進み、ＳＷ１がＯＮ状態であるか否かを判別する。一方、ＳＷ２がＯＮ状態である
場合には、ステップＳ１０７に進む。
【０１２１】
　ステップＳ１０７では、カメラシステム制御回路１３５からアイピース駆動回路１４３
に駆動信号を送り、アイピースシャッタ駆動アクチュエータ１４４を駆動することでアイ
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ピースシャッタ１６３を閉じ状態にさせる。なお、ステップＳ１１３でアイピースシャッ
タ１６３を閉じ状態としている場合には、ステップＳ１０７での動作は行わない。
【０１２２】
　アイピースシャッタ１６３が閉じ状態になると、アイピースシャッタ開閉検出器２０１
からカメラシステム制御回路１３５にアイピースシャッタ閉信号が送られ、カメラシステ
ム制御回路１３５において確実にアイピースシャッタ１６３が閉じたことが確認される。
【０１２３】
　ステップＳ１０８では、カメラシステム制御回路１３５からミラー駆動ユニット１４５
にミラー駆動開始信号を送り、ハーフミラー１１１およびサブミラー１２２を図５に示す
位置に移動させて第３の光路分割状態とする。第３の光路分割状態では、図５に示すよう
にハーフミラー１１１およびサブミラー１２２が撮影光路から退避するため、フォーカル
プレンシャッタ１１３が開くことで、撮影レンズ１０３ａからの光束がダイレクトに撮像
素子１０６に到達する。
【０１２４】
　ステップＳ１０９において、カメラシステム制御回路１３５は、レンズシステム制御回
路１４１を介してレンズ装置１０２内に設けられた不図示の絞りの駆動を制御する。具体
的には、測光結果に基づいて決定された絞り値となるように絞りの駆動を制御する。また
、必要に応じてフォーカルプレンシャッタ１１３の駆動を制御する。具体的には、測光結
果に基づいて決定されたシャッタ速度となるようにフォーカルプレンシャッタ１１３の駆
動を制御する。これにより、適切な光量の物体光が、撮影光学系１０３を通過して撮像素
子１０６の撮像面で結像する。
【０１２５】
　そして、カメラシステム制御回路１３５は、撮像素子駆動回路１３７に撮像開始信号を
送ることにより、撮像素子１０６を駆動させる。これにより、撮像素子１０６において受
光量に応じた電気信号が蓄積されるとともに、蓄積された信号が読み出される（撮像動作
）。
【０１２６】
　ステップＳ１１０では、撮像素子１０６から読み出された信号が、Ａ／Ｄ変換器１３０
を介してＲＧＢ画像処理回路１３１に送られ、ホワイトバランス処理、ガンマ補正、補間
演算処理が施される。さらに、ＹＣ処理回路１３２でＹＣ処理がなされて画像処理が完了
する。この画像処理によって高精彩な画像を得ることができる。
【０１２７】
　ステップＳ１１１では、画像データを記録処理回路１３３に送り、所定の圧縮形式で圧
縮した後、記録媒体に記録する。
【０１２８】
　ステップＳ１１２では、画像データを再生処理回路１３４に送り、ディスプレイユニッ
ト１０７において撮影画像のプレビュー表示を行う。プレビュー表示後は、ファインダ切
り換えサブルーチン（ステップＳ２００）に戻り、アイピースシャッタ開閉スイッチ１２
３の操作状態に応じて光路分割状態を変更する。
【０１２９】
　上述したフローでは、カメラシステムがリモート撮影・セルフタイマ撮影モードに設定
されている場合および、カメラ本体１０１（光路分割系）が第３の光路分割状態にある場
合において、アイピースシャッタ１６３を閉じ状態とすることによってファインダ逆入射
光がカメラ本体１０１内に入り込まないようにしている。
【０１３０】
　ここで、第３の光路分割状態では、光を透過させるハーフミラー１１１がフォーカシン
グスクリーン１０５の下側に配置されている。このため、ファインダ逆入射光がファイン
ダ光学系およびハーフミラー１１１を透過して撮像素子１０６の受光面に到達するおそれ
がある。そこで、本実施例では、カメラ本体１０１が第３の光路分割状態にある場合にア
イピースシャッタ１６３を閉じ状態とすることによってファインダ逆入射光が撮像素子１
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０６の受光面に到達しないようにしている。
【０１３１】
　しかも、本実施例では、リモート撮影・セルフタイマ撮影モードの設定状態や光路分割
状態に応じて自動的にアイピースシャッタ１６３が閉じ状態となるため、手動でアイピー
スシャッタを閉じ状態とさせる場合に比べてカメラの使い勝手を向上させることができる
。
【０１３２】
　次に、ファインダ切り換えサブルーチン（ステップＳ２００）について、図１０を用い
て説明する。
【０１３３】
　ステップＳ２０１において、カメラシステム制御回路１３５は操作検出回路１３６を介
してアイピースシャッタ開閉スイッチ１２３の操作状態（閉じ位置又は開き位置）を判別
する。アイピースシャッタ開閉スイッチ１２３が閉じ位置にある場合には、ステップＳ２
０２に進む。アイピースシャッタ開閉スイッチ１２３が閉じ位置にある場合、カメラシス
テム制御回路１３５はカメラ本体１０１をＥＶＦモード（図１に示す状態）に設定するた
めにステップＳ２０２～ステップＳ２１０の動作を行う。
【０１３４】
　ここで、ステップＳ２０２～ステップＳ２１０までの動作は、ＯＶＦモード（図３に示
す状態）からＥＶＦモードに切り換える動作である。
【０１３５】
　撮影者がアイピースシャッタ開閉スイッチ１２３を閉じ位置に移動させることは、撮影
者がファインダ光学系を使う意思がなく、ディスプレイユニット１０７での表示画像を見
ながら撮影することを望んでいることになる。このため、アイピースシャッタ開閉スイッ
チ１２３が閉じ位置にある場合にＥＶＦモードに移行することは、撮影者の意図に適切に
応じることになる。
【０１３６】
　ステップＳ２０２において、カメラシステム制御回路１３５はアイピース駆動回路１４
３に駆動信号を送り、アイピース駆動アクチュエータ１４４を駆動することにより、アイ
ピースシャッタ１６３を閉じ状態とさせる。アイピースシャッタ１６３が閉じ状態になる
と、アイピースシャッタ開閉検出器２０１からカメラシステム制御回路１３５にアイピー
スシャッタ閉信号が送られ、カメラシステム制御回路１３５において確実にアイピースシ
ャッタ１６３が閉じ状態にあることが確認される。
【０１３７】
　ステップＳ２０３では、光学ファインダ内情報表示ユニット１８０の駆動を停止させる
ことで、ファインダ視野内での表示状態を非表示状態（消灯）とする。ステップＳ２０３
では、すでにアイピースシャッタ１６３が閉じ状態となっているため、ファインダ視野内
での表示を消すことにより、カメラ本体１０１における電力消費を抑えて、電池の消耗を
抑制することができる。
【０１３８】
　ステップＳ２０４では、ハーフミラー１１１を第１の光路分割状態から第２の光路分割
状態に移動させるのに備えて、撮影光路上に配置されたサブミラー１２２を回転させてミ
ラーボックス下部に移動させる。
【０１３９】
　ステップＳ２０５では、ミラーストッパ１６０、１６１をハーフミラー１１１の移動領
域から退避させる。ミラーストッパ１６０、１６１が退避した後、ステップＳ２０６でハ
ーフミラー駆動レバー１７０を図３中反時計方向に回転させると、ミラー駆動機構内の不
図示のバネの付勢力によりハーフミラー１１１は図２に示す状態を経て第２の光路分割状
態（図１）にまで駆動される。ハーフミラー１１１が第２の光路分割状態となることで、
撮影レンズ１０３ａからの光束がハーフミラー１１１で反射して、焦点検出ユニット１２
１に導かれることになる。
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【０１４０】
　第２の光路分割状態では、ピン１７３とハーフミラー駆動レバー１７０の第１のカム面
１７０ｂの間および、ピン１７４とハーフミラー駆動レバー１７０の第２のカム面１７０
ｃの間には若干の隙間が生じ、ハーフミラー１１１はミラーストッパ１７５、１７６に当
接して位置決めされる。ここで、第２の光路分割状態にあるハーフミラー１１１の反射面
の位置が、第１の光路分割状態にあるサブミラー１２２の反射面の位置と同じとなるよう
に、ミラーストッパ１７５、１７６が配置されている。
【０１４１】
　このように構成することによって、ＯＶＦモードとＥＶＦモードで焦点検出ユニット１
２１に入射する光束の位置がずれてしまうのを防止でき、焦点検出ユニット１２１での検
出動作を正確に行わせることができる。
【０１４２】
　撮影レンズ１０３ａからの光束がハーフミラー１１１を透過する場合、上記光束はハー
フミラー１１１において屈折作用を受けるため、ハーフミラー１１１を透過した光束が撮
像素子１０６上で形成する物体像のピント位置は、ハーフミラー１１１を透過しない場合
に比べて若干ずれる。このため、ステップＳ２０７では、上記ずれを補正するためのピン
ト補正モードを起動する。
【０１４３】
　第１の光路分割状態にあるときに焦点検出ユニット１２１から出力される焦点検出信号
は、第３の光路分割状態において撮影レンズ１０３ａからの光束が撮像素子１０６上で結
像したときの結像状態を示すようになっている。これに対して、第２の光路分割状態にお
いてピント補正モードが設定されているときには、撮影レンズ１０３ａからの光束がハー
フミラー１１１を透過して撮像素子１０６上で結像したときの結像状態を示すように、上
記焦点検出信号を補正している。このため、第２の光路分割状態におけるフォーカスレン
ズの合焦位置は、第１および第３の光路分割状態での合焦位置に対して焦点検出信号を補
正した分だけずれることになる。
【０１４４】
　したがって、ＥＶＦモードにおいてＳＷ２をオンにして撮影動作を行う場合、すなわち
、光路分割系を第２の光路分割状態から第３の光路分割状態に切り換える場合には、フォ
ーカルプレンシャッタ１１３の先幕駆動機構のチャージとともに、フォーカスレンズの位
置を上述したズレの分だけ補正する。この後、フォーカルプレンシャッタ１１３を所定時
間だけ開き状態とすることで、撮像素子１０６による撮像動作を行う。
【０１４５】
　上述したように構成することで、ＥＶＦモード（第２の光路分割状態）においてはディ
スプレイユニット１０７でピントのあった画像を確認することができ、第３の光路分割状
態で撮影を行ったときにもピントのあった撮影画像を得ることができる。
【０１４６】
　ステップＳ２０８では、フォーカルプレンシャッタ１１３の先幕だけを走行させてバル
ブ露光状態にすることで、撮影光学系１０３を通過した物体光を連続的に撮像素子１０６
に到達させ、ディスプレイユニット１０７上で画像を表示させるための撮像が可能な状態
とする。
【０１４７】
　ステップＳ２０９では、ディスプレイユニット１０７の電源を投入する。ステップＳ２
１０では、撮影光学系１０３によって形成された物体像に対して撮像素子１０６による撮
像動作を連続的に行い、撮像素子１０６から読み出されて画像処理された画像データをデ
ィスプレイユニット１０７上でリアルタイム表示させる。そして、ＯＶＦモードからＥＶ
Ｆモードへの切り替え動作を終了する。
【０１４８】
　ここで、ＥＶＦモードである第２の光路分割状態では、撮影レンズ１０３ａからの光束
がハーフミラー１１１で屈折してから撮像素子１０６に到達する。このため、図１３に示



(19) JP 4678816 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

すように、第２の光路分割状態における撮像素子１０６の受光領域１９０が、第３の光路
分割状態における撮像素子１０６の受光領域１９１に対して撮像素子１０６の上下方向（
図１の上下方向）で僅かにずれてしまうことがある。すなわち、第２の光路分割状態にお
いてディスプレイユニット１０７でリアルタイム表示される画像が、第３の光路分割状態
で撮影された画像と一致せずにずれてしまうことがある。
【０１４９】
　ここで、領域１９０のうち領域１９１と重ならない領域１９０ａは、ディスプレイユニ
ット１０７上でリアルタイム表示されるものの、第３の光路分割状態での撮影によって得
られた画像には含まれない領域となる。
【０１５０】
　本実施例のカメラでは、図１４に示すように、ディスプレイユニット１０７上でリアル
タイム表示される画像領域のうち領域１９０ａに相当する領域１９２をブラックアウトさ
せて、領域１９０全体を表示させないようにしている。この処理は、再生処理回路１３４
において行われる。
【０１５１】
　これにより、実際に撮影された画像の中に、ディスプレイユニット１０７でリアルタイ
ム表示された画像が含まれていないといった不具合を避けることができる。
【０１５２】
　次に、図１０のステップＳ２０１において、アイピースシャッタ開閉スイッチ１２３が
開き位置にあると判断したときの動作について説明する。すなわち、カメラをＥＶＦモー
ドからＯＶＦモードに切り換える際の動作について説明する。
【０１５３】
　アイピースシャッタ開閉スイッチ１２３は開き位置にある場合には、カメラシステム制
御回路１３５はＯＶＦモードが選択されていると判別し、カメラをＯＶＦモードに応じた
状態とするために以下に説明する動作を行う。
【０１５４】
　ここで、アイピースシャッタ１６３を開けるということは、撮影者が光学ファインダを
使うことを望んでいることを意味する。このため、アイピースシャッタ開閉スイッチ１２
３が開き位置にあることを検知してＯＶＦモードに移行することは、撮影者の意図に適切
に応じることができる。
【０１５５】
　ステップＳ２２０では、ディスプレイユニット１０７の電源をオフにするとともに、撮
像素子１０６による撮像動作を停止させる。
【０１５６】
　ステップＳ２２１では、フォーカルプレンシャッタ１１３の後幕を走行させてシャッタ
を閉じ状態とし、撮影に備えて先幕および後幕の駆動機構をチャージする。ステップＳ２
２２では、後のステップで行われるハーフミラー１１１の移動を可能にするために、ミラ
ーストッパ１６０、１６１をハーフミラー１１１の移動領域から退避させる。
【０１５７】
　ステップＳ２２３では、ハーフミラー駆動レバー１７０を図１中時計回りに回転させて
、ハーフミラー１１１だけを図２の状態→図３の状態→図４の状態→図５の状態の順に移
動させる。このとき、ハーフミラー１１１は、第１の光路分割状態（図３）を経て、第３
の光路分割状態（図５）となる。
【０１５８】
　ステップＳ２２４では、ミラーストッパ１６０、１６１をハーフミラー１１１の移動領
域内に進入させ、ハーフミラー１１１を位置決めするための所定位置まで移動させる。
【０１５９】
　上述したように、ミラーストッパ１６０、１６１をハーフミラー１１１の移動領域から
退避させてからハーフミラー１１１を第３の光路分割状態まで移動させ、その後ミラース
トッパ１６０、１６１をハーフミラー１１１の移動領域内に進入させているため、ハーフ
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ミラー１１１が移動する際にミラーストッパ１６０、１６１と衝突することはない。これ
により、ＯＶＦモードからＥＶＦモードに切り換える際の機構的信頼性を高くできる。
【０１６０】
　ステップＳ２２５では、ハーフミラー駆動レバー１７０を図５中反時計回りに回転させ
て、ハーフミラー１１１を第３の光路分割状態（図５の状態）から図４の状態を経て、第
１の光路分割状態（図３の状態）に移動させる。ここで、ハーフミラー１１１は、ミラー
駆動機構内の不図示のバネの付勢力（図３の矢印Ａに示す力）を受けることにより、ミラ
ーストッパ１６０、１６１に当接した状態となる。
【０１６１】
　ステップＳ２２６において、カメラシステム制御回路１３５は、アイピース駆動回路１
４３およびアイピース駆動アクチュエータ１４４を介してアイピースシャッタ１６３を開
き状態とさせる。アイピースシャッタ１６３が開き状態になると、図８に示すアイピース
シャッタ開閉検出器２０１からカメラシステム制御回路１３５にアイピースシャッタ開信
号が送られ、カメラシステム制御回路１３５においてアイピースシャッタ１６３が確実に
開いたことが確認される。
【０１６２】
　ステップＳ２２７において、カメラシステム制御回路１３５は、カメラシステム内に設
けられたＡＦ／ＭＦ切換スイッチ（不図示）の操作状態に基づいて、マニュアルフォーカ
スモードに設定されているか否かを判別する。ここで、マニュアルフォーカスモードに設
定されていればステップＳ２０５に移行し、マニュアルフォーカスモードに設定されてお
らず、オートフォーカスモードに設定されていればステップＳ２２８に進む。
【０１６３】
　マニュアルフォーカスモードに設定されている場合には、焦点検出ユニット１２１を動
作させる必要がなく、また、ＯＶＦを用いるよりもＥＶＦを用いる方が背景（被写体像）
のボケ具合を正確に把握することができる。このため、マニュアルフォーカスモードに設
定されているときには、ディスプレイユニット１０７でのリアルタイム表示を行うために
、ステップＳ２０５に進む。
【０１６４】
　ここで、ステップＳ２０５に進む場合、アイピースシャッタ１６３を閉じ状態にさせる
。これにより、ＥＶＦを用いた被写体観察を優先させることができるとともに、ファイン
ダ光学系からの逆入射光がリアルタイム表示される画像に悪影響を与えるのを抑制するこ
とができる。
【０１６５】
　ステップＳ２２８では、サブミラー１２２を撮影光路内に進入させて、ハーフミラー１
１１を透過した物体光を焦点検出ユニット１２１に導く所定の位置にセットする。ここで
、ステップＳ２２０からステップＳ２２７までの処理を行う間、サブミラー１２２は第２
の光路分割状態（図１）での位置、すなわち撮影光路から退避した位置にあり、ステップ
Ｓ２２８に進んだときに動作することになる。
【０１６６】
　ステップＳ２２９において、カメラシステム制御回路１３５は光学ファインダ内情報表
示ユニット１８０を駆動させて、ファインダ内情報表示を点灯させる。そして、ＥＶＦモ
ードからＯＶＦモードへの切り換え動作を終了する。
【０１６７】
　本実施例では、撮像画像をディスプレイユニット１０７で表示させる場合、すなわちＥ
ＶＦモードの場合には、ハーフミラー１１１およびサブミラー１２２を有する光路分割系
が第２の光路分割状態（図１）となっており、撮影レンズ１０３ａからの光束を焦点検出
ユニット１２１に導いている。これにより、ＥＶＦモードのときにも、焦点検出ユニット
１２１での位相差検出方式による焦点検出に基づいて、高速な焦点調節動作を行わせるこ
とができる。
【０１６８】
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　ファインダ切り換えサブルーチン（ステップＳ２００）において、ＯＶＦモードおよび
ＥＶＦモード間の切り換えは、アイピースシャッタ開閉スイッチ１２３の状態、つまりは
該スイッチ１２３からの信号に基づいて行われる。
【０１６９】
　撮影者がファインダ光学系を使用して撮影を行おうとする場合、必ずアイピースシャッ
タ開閉スイッチ１２３を開き位置に移動させて、アイピースシャッタ１６３を開き状態に
する。つまり、アイピースシャッタ開閉スイッチ１２３が開き位置にあることは、ファイ
ンダ光学系を使用しようとする撮影者の意図を反映したものであり、これに伴ってＯＶＦ
モードに設定することは理にかなっている。
【０１７０】
　一方、撮影者がアイピースシャッタ開閉スイッチ１２３を閉じ位置に移動させた場合に
は、ファインダ光学系を使用する意思がないことを意味する。つまり、アイピースシャッ
タ開閉スイッチ１２３が閉じ位置にあることは、電子画像表示を使用しようとする撮影者
の意図を反映したものであり、これに伴ってＥＶＦモードに設定することは理にかなって
いる。
【０１７１】
　以上のように、アイピースシャッタ開閉スイッチ１２３の状態（閉じ位置又は開き位置
）に応じて、ＯＶＦモードおよびＥＶＦモード間の切り換えを行うことで、撮影者の意図
に適切に応じることができる。
【０１７２】
　次に、焦点検出ユニット１２１における焦点検出のための信号処理について説明する。
【０１７３】
　撮影レンズ１０３ａから射出した光束（物体光）は、第２の光路分割状態ではハーフミ
ラー１１１で反射し、第１の光路分割状態ではサブミラー１２２で反射した後、ミラーボ
ックスの下部に設けられたコンデンサーレンズ１６４に入射する。そして、コンデンサー
レンズ１６４に入射した光束は、反射ミラー１６５で偏向し、再結像レンズ１６６の作用
によって焦点検出センサ１６７上に物体の２次像を形成する。
【０１７４】
　焦点検出センサ１６７には少なくとも２つの画素列が備えられている。２つの画素列そ
れぞれから出力される信号波形を比較すると、撮影光学系１０３によって形成された物体
像の焦点検出領域上での結像状態に応じて、相対的に横シフトした状態が観測される。上
記結像状態が前ピンか後ピンかで、出力信号波形のシフト方向が逆になり、相関演算など
の手法を用いてシフト方向およびシフト量（位相差）を検出するのが焦点検出の原理であ
る。
【０１７５】
　図１１と図１２は、ＡＦ制御回路１４０に入力された焦点検出センサ１６７の出力信号
波形を表す図である。横軸は画素の並びを示し、縦軸は焦点検出センサ１６７の出力値を
示している。図１１では、物体像にピントが合っていない状態での出力信号波形を示し、
図１２では、物体像にピントが合った状態での出力信号波形を示している。
【０１７６】
　一般に、焦点検出に用いられる光束は絞り開放状態での結像光束と同じではなく、結像
光束の一部となっている。すなわち、焦点検出を行う場合には、暗いＦナンバーの光束が
用いられる。また、カメラ内の機構の誤差を考慮すると、撮像素子１０６の位置と焦点検
出センサ１６７の位置が厳密な意味で光学的に共役とはいえない。
【０１７７】
　このため、物体像にピントが合った状態であっても、図１２に示すように２つの出力信
号波形の間には、僅かの初期位相差Δが残る。該初期位相差Δは、上述したピント補正モ
ード（図１０のステップＳ２０７参照）において焦点検出信号に対する補正で用いられる
ものとは異なるものである。
【０１７８】
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　ここで、２つの像の相関演算で検出された位相差から初期位相差Δを差し引けば真の位
相差を知ることができるため、初期位相差Δの存在自体は通常問題とならない。
【０１７９】
　本実施例では、上述したように焦点検出に用いられる光束が、第１の光路分割状態にお
いてサブミラー１２２から導かれる場合と、第２の光路分割状態においてハーフミラー１
１１から導かれる場合とがある。この場合、第１の光路分割状態（図３）でのサブミラー
１２２の反射面位置と、第２の光路分割状態（図１）でのハーフミラー１１１の反射面位
置が、機構精度上完全には一致せず、光路分割状態に応じて初期位相差Δの値が異なって
しまう。このため、相関演算で検出された位相差から一定の初期位相差Δを差し引いただ
けでは、第１および第２の光路分割状態での真の位相差を知ることができない。
【０１８０】
　通常の部品加工精度では、２つの反射面位置が、該反射面の垂直方向に略３０μｍ程度
ずれる可能性がある。ここで、反射面位置のずれをメカ的に小さくしようとすると、部品
加工のためのコストが極めて高くなってしまう。
【０１８１】
　そこで、本実施例では、第１の光路分割状態と第２の光路分割状態で初期位相差Δをそ
れぞれ設定し、光路分割状態に応じた初期位相差Δを用いることにより、焦点検出センサ
１６７の出力信号に対して補正を行うようにしている。これにより、光路分割状態に応じ
た真の位相差を知ることができ、該位相差に基づいて精度の良い焦点検出を行うことがで
きる。
【０１８２】
　このように、初期位相差を考慮に入れて一組の信号の同一性を判定することで撮影光学
系が合焦状態にあるか否かを判別できる。また、相関演算を用いた公知の手法、例えば特
公平５－８８４４５号公報に開示されている手法を用いて位相差を検出することにより、
デフォーカス量を求めることができる。そして、得られたデフォーカス量を撮影光学系１
０３のフォーカシングレンズの駆動量に換算し、該駆動量の分だけフォーカシングレンズ
を駆動させれば撮影光学系の焦点調節を自動で行うことができる。
【０１８３】
　位相差検出方式では、フォーカシングレンズの駆動量があらかじめ分かるので、通常、
合焦位置までのレンズ駆動はほぼ一回で済み、極めて高速な焦点調節が可能である。
【０１８４】
　本実施例によれば、ファインダ光学系を用いて物体像を観察する場合（ＯＶＦモードの
場合）に加えて、ディスプレイユニット１０７で物体像をリアルタイム表示させる場合（
ＥＶＦモードの場合）にも、焦点検出ユニット１２１において位相差検出方式による焦点
検出を行うことができ、撮影光学系の焦点調節動作を高速で行うことができる。また、第
２の光路分割状態（図１）で連続撮影や動画撮影を行うようにすれば、これらの撮影にお
いても高速な焦点調節が可能となる。さらに、従来のように２つの焦点検出ユニットを設
ける必要はないため、コストアップとなることもない。
【０１８５】
　本実施例において、第２の光路分割状態（図１）では、撮影レンズ１０３ａからの光束
を焦点検出ユニット１２１に導き、焦点検出ユニット１２１において位相差検出方式によ
る焦点検出を行わせているが、該光路分割状態では撮像素子１０６にも撮影レンズ１０３
ａからの光束が到達するため、撮像素子１０６の出力に基づいてコントラスト検出方式に
よる焦点調節を合わせて行うようにしてもよい。すなわち、位相差検出方式による焦点検
出結果に基づいてフォーカスレンズを駆動させた後に、コントラスト検出方式による焦点
調節を行うことで、フォーカスレンズを合焦位置まで精度良く移動させることができる。
【０１８６】
　ここで、コントラスト検出方式による焦点調節とは、撮像光学系１０３によって形成さ
れた物体像の鮮鋭度を、撮像素子１０６の出力に対して所定の関数で評価することによっ
て求め、関数値が極値をとるようにフォーカスレンズの光軸上の位置を調節するものであ
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る。
【０１８７】
　評価関数としては、隣接する輝度信号の差の絶対値を焦点検出領域内で加算するものや
、隣接する輝度信号の差の２乗を焦点検出領域内で加算するもの、あるいはＲ、Ｇ、Ｂの
各画像信号のうち隣接する信号の差に対して上記と同様に処理するもの等がある。
【０１８８】
　一方、本実施例では、アイピースシャッタ開閉スイッチ１２３の操作位置（開き位置お
よび閉じ位置）に応じて、ＥＶＦモード（第２の光路分割状態）およびＯＶＦモード（第
１の光路分割状態）間の切り換えを自動的に行うようになっているため、使用者にとって
使い勝手の良いカメラシステムとなる。しかも、ＥＶＦモードではアイピースシャッタを
閉じ状態としているため、ファインダ光学系からの逆入射光が焦点検出ユニット１２１内
に取り込まれるのを確実に防ぐことができ、焦点検出ユニット１２１での位相差検出方式
による焦点検出の精度を高めることができる。また、第３の光路分割状態で撮影を行う際
にアイピースシャッタ１６３を閉じ状態にしてファインダ光学系からの逆入射光を防いで
いるため、該逆入射光によって撮影画像に悪影響を与えるのを防止して、高品位な撮影画
像を得ることができる。
【０１８９】
　また、リモート撮影及びセルフタイマ撮影を行うときに、アイピースシャッタ１６３を
閉じ状態にしてファインダ光学系からの逆入射光を防いでいるため、位相差検出方式によ
る焦点検出の精度を高めることができるととにも、高品位な撮影画像を得ることができる
。
【０１９０】
　本実施例では、カメラシステム制御回路１３５が、アイピース駆動回路１４３を介して
アイピース駆動アクチュエータ１４４の駆動を制御することによって、アイピースシャッ
タ１６３を開閉動作させているが、撮影者の操作（手動）によってアイピースシャッタ１
６３を開閉動作させるようにしてもよい。例えば、アイピースシャッタ１６３に連結され
るレバー部材を設け、撮影者がレバー部材を操作することによってアイピースシャッタ１
６３を開閉させることができる。この場合、カメラシステム制御回路１３５は、アイピー
スシャッタ開閉検出器２０１からの出力信号に基づいてアイピースシャッタ１６３の開閉
状態を検出し、該検出結果に応じてＯＶＦモードおよびＥＶＦモード間の切り換え動作（
図１０に示す動作）を行うようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１９１】
【図１】第２の光路分割状態にあるカメラの断面図。
【図２】第１の光路分割状態から第２の光路分割状態に切り替わる途中のカメラの断面図
。
【図３】第１の光路分割状態にあるカメラの断面図。
【図４】第１の光路分割状態から第３の光路分割状態に切り替わる途中のカメラの断面図
。
【図５】第３の光路分割状態にあるカメラの断面図。
【図６】実施例１のカメラシステムの構成を示す概略図。
【図７】実施例１のカメラシステムの回路構成を示すブロック図。
【図８】アイピースシャッタとアイピースシャッタ開閉検出器を示す図（Ａ、Ｂ）。
【図９】実施例１のカメラの撮影動作を示すフローチャート。
【図１０】ファインダ切り換えサブルーチンの動作を示すフローチャート。
【図１１】撮影光学系が合焦状態にないときの焦点検出センサの出力信号波形を表す図。
【図１２】撮影光学系が合焦状態にあるときの焦点検出センサの出力信号波形を表す図。
【図１３】ディスプレイユニットに出力可能な画像範囲と撮像範囲との関係を表す図。
【図１４】ディスプレイユニットに出力可能な画像範囲と撮像範囲との関係を表す図。
【符号の説明】
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【０１９２】
１０３・・・撮影光学系
１０５・・・フォーカシングスクリーン
１０６・・・撮像素子
１０７・・・ディスプレイユニット
１０９・・・ファインダレンズ
１１１・・・ハーフミラー
１２１・・・焦点検出ユニット
１２２・・・サブミラー
１２３・・・アイピースシャッタ開閉スイッチ
１３５・・・カメラシステム制御回路
１６３・・・アイピースシャッタ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(28) JP 4678816 B2 2011.4.27

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｎ   5/232    (2006.01)           Ｈ０４Ｎ   5/232   　　　Ｚ          　　　　　

(56)参考文献  特開平０７－１１４０５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－１６０２２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１８２３０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２８１３８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２４８１６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３１１４７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０１６４８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０３３８４９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｂ　　１９／１２　　　　
              Ｇ０２Ｂ　　　７／２８　　　　
              Ｇ０３Ｂ　　１１／０４　　　　
              Ｇ０３Ｂ　　１３／３６　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２５　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２３２　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

